
 

横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅入居者募集要領 

 

制定 平成 24年５月１日  建住整 第 1316 号 

最近改正  令和３年７月１日 建住政 第 731号 

 

（目的）    

第１条 この要領は、横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅制度要綱（以下「要綱」という。）

第 14条の規定に基づき、横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者の募集、選定及び

審査を実施する上での細目を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領における用語の意義については、要綱に定める用語の意義と同一とする。 

 

（入居者の募集・選定・審査） 

第３条 横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者の募集、選定及び審査は、管理業務

者が行うものとする。ただし、管理業務者が横浜市住宅供給公社（以下「公社」という。）以

外の場合は、入居者の募集、選定及び審査のうち入居者の選定及び審査については、公社ま

たは公益社団法人かながわ住まい・まちづくり協会に委託して行うものとする。 

 

（入居者の募集方法） 

第４条 第９条に定める場合を除くほか、原則として横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅

の入居者を公募しなければならない。 

２ 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、ホームページへの掲載等の方法に

より広告して行わなければならない。 

３ 前２項の規定による公募は、団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければ

ならない。 

(1) 賃貸する住宅が横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅であること 

(2)  賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造 

(3)  一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 

(4)  入居者の資格 

(5)  家賃その他賃貸の条件 

(6)  入居の申し込みの期間及び場所 

(7)  申し込みに必要な書面の種類 

(8)  入居者の選定方法 

(9)  賃貸住宅の管理期間 

４ 前項第６号の申し込みの期間は、１週間以上としなければならない。 

５ 入居者の公募について、管理業務者は、入居者募集に関する届出書（第１号様式）を入居

者募集の前々月の５日までに市長に提出しなければならない。 

 

（入居者の資格） 

第５条 入居者は、入居の申し込み基準日時点において、横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸

住宅認定基準第５条又は横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅認定基準（一戸建て住宅型）



第４条の条件に該当するものでなければならない。 

 

（入居の申し込み） 

第６条 入居の申し込みは、管理業務者が定める申込書により行うものとする。 

２ 入居の申し込みは、同一募集期間において１世帯１通とする。 

 

（入居者の選定及び審査） 

第７条 入居の申し込みを受理した戸数が当該賃貸住宅の戸数を超える場合においては、管理

業務者が抽選その他公正な方法により、入居者を選定するものとする。 

２ 管理業務者は、第 10条の規定に従って審査するものとする。 

４ 管理業務者は、入居予定者の選定にあたって、同時に補欠者を公開抽選その他公正な方法

により選定し、その順位を定めることができるものとする。 

 

（入居者の選定の特例） 

第８条 管理業務者は、申込者本人が次の各号のいずれかに該当する場合、１回の募集ごとに

賃貸しようとする住宅の戸数の５分の１を超えない範囲内の戸数について、第４条、第６条

及び第７条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。ただし、

募集期間の最終日の前々日までに応募者がいない場合は、当該選定対象住宅を、通常の公募

に変更することができる。 

(1)  地域の住民の住宅事情の改善が特に必要と認められる等の場合において当該横浜市子育

て世帯向け地域優良賃貸住宅の存する区内に現に居住し、又は勤務場所を有する者 

(2)  その他建築局長が特に居住の安定を図る必要があると認める者 

 

（特定入居） 

第９条 管理業務者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長があっせんする者について、

公募・抽選によらずに入居予定者を選定するものとする。 

(1)  災害 

(2)  不良住宅の撤去 

(3)  公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）第２条第 15号に規定する公営住宅建替事業によ

る公営住宅の除却 

(4)  都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 59 条の規定に基づく都市計画事業、 土地区

画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第３条第３項若しくは第４項の規定に基づく土地区

画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和

50年法律第 67号）に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法（昭和 44年法律第 38号）

に基づく市街地再開発事業等の施行に伴う住宅の除却 

(5)  土地収用法（昭和 26年法律第 219号）第 20条（第 138条第１項において準用する場合

を含む。）の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置

法（昭和 36年法律第 150号）第２条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却 

(6)  供給計画の認定が取り消された場合等で、家賃の上昇等により入居者の居住の継続が困

難になる場合 

(7)  その他特に居住の安定を図る必要がある者について、建築局長が認める場合 

２ 前項に規定する市長のあっせんについては、特定入居者あっせん通知書（共同住宅等は第

２号様式、一戸建て住宅は第３号様式）により、対象住宅の入居者募集の前々月の 20日まで

に管理業務者に提出し、あっせんを行うものとする。 



 

 

（空家募集） 

第 10条 管理業務者は、横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者が退去した場合に備

え、空家登録募集その他公正な方法で行うことができる。 

２ 空家登録募集方法については第４条の規定を準用するものとし、公開抽選その他公正な方

法により入居あっせん者の順位を定めるものとする。 

３ 管理業務者は、空家の発生状況に応じて、順次あっせんを行い、入居予定者を選定するも

のとする。 

 

（入居者の決定及び入居者負担額の算定） 

第 11条 管理業務者は、入居予定者から住民票等の書類及び所得を証する書類の提出を求め、

第５条に定める資格の有無について審査するものとする。 

２ 一般賃貸人は前項の審査結果に基づき入居者を決定するものとする。 

３ 要綱第 26条に基づき、認定事業者が、家賃を減額する場合には、管理業務者は、横浜市子

育て世帯向け地域優良賃貸住宅家賃減額助成実施要領に定めるところにより、入居者負担額

を算定するものとする。  

４ 前項の入居者負担額の算定にあたっては、第１項の書類を用いることとする。 

 

（入居契約締結前の説明等） 

第 12条 一般賃貸人は、横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の賃借の相手方に対し、その

者が借りようとしている当該住宅に関し、その賃貸借契約が成立するまでの間に、契約書及

び管理規程のほか、賃貸人及び一般賃貸人の氏名及び住所その他次の各号に規定する入居契

約に係る重要な事項を記載した書面（以下「重要事項説明書」という。）をその説明を行う者

の署名を行ったうえで交付し、当該説明者により十分に説明をさせなければならない。 

(1)  一般賃貸人が管理を委託する場合は、管理を受託する者（以下「管理受託者」という。）

の住所及び氏名 

(2)  一般賃貸人が管理を委託する場合は、管理受託者が行っている主な事業の概要 

(3)  横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の名称、所在地、交通の便 

(4)  賃貸住宅の概要 

ア 敷地面積、建築面積、延べ面積、構造、階数、戸数 

イ 住宅専用部分の仕様 

ウ 住宅の共用部分 

エ 入居可能時期 

オ 敷地の権原に関する事項 

(5)  家賃、共益費の額及び支払方法 

 (6)  退去時の払戻金に関する事項 

ア 退去時の払戻金相当額の算定方法 

イ 払戻金相当額の保全措置 

ウ 払戻金の支払時期 

(7)  入居・退去に関する事項 

ア 入居者及び同居者の資格 

イ 体験入居制度を設ける場合にあってはその内容 

ウ 契約の解除事由 



エ 連帯保証人を求める場合にあってはその条件、義務等 

オ 入居状況 

カ 管理の体制 

(8)  横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の管理期間 

(9)  その他横浜市子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居契約に係る重要な事項 

 

（書類の整備等） 

第 13条 管理業務者は、入居者及び第 11条に規定する資格審査を受けた者に関する募集・選

定・審査に係る書類を整備し、資格審査終了後５年間保存しなければならない。 

 

（調査に対する協力） 

第 14条 認定事業者及び管理業務者は、入居者の募集・選定・審査に関し、市長が必要な調査

をしようとするときは、これに協力しなければならない。 

 

（その他） 

第 15条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施について必要な事項は、建築局長が別

に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成 24年５月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成 29年２月 15日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和３年７月１日から施行する。 

 


